
気象警報が発表された場合の措置について 

 

 

１ 警報の対象地域 

  ２３ 区西部 

  基準は２３区西部としますが、ご家庭の居住地に警報が発表されていましたら、ご家庭でご判断いただ

き、無理をしない範囲で登校してください。 

 

２ 警報の種類 

  「大雨」「洪水」「暴風」「暴風雪」「大雪」のいずれかの「警報」または「特別警報」 

 

３ 警報が発表された場合の措置 

 （１）午後３時の時点で上記警報が発表されている場合は、「自宅学習」とします。 

 

 （２）午後３時の時点で上記警報が解除されている場合は、「通常授業」を行います。 

 ただし、調理校が給食を作っていない場合は給食がありません。 

各自で対応をお願いします。 

 

  上記(１)(２)の場合や給食のあり、なしについては学校ＨＰとＴｅａｍｓで通知しますのでご確

認をお願いいたします。 

 

 

以 上 

 

 

お問合せ先 

東京都立中野工科高等学校 定時制課程 

      副校長 

  電話番号 03-3385-7445 


